
（株）ヨカロ 
 

大量調理マニュアル（本社工場） 
 
 
1．加熱調理食品の加熱温度管理 

 加熱調理食品は、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が７５℃で 1 分間以上（二

枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８５℃で 1 分間以上）又はこれと同

等以上まで加熱されていることを確認するとともに、温度と時間の記録を行うこと。 
 

2．二次汚染の防止 
（１） 調理従事者等（食品の盛付け・配膳等・食品に接触する可能性のある者及び臨時職員を含む。

以下同じ。）は、次に定める場合には、別紙 2 に従い、必ず流水・石けんによる手洗いによ

りしっかりと 2 回（その他の時には丁寧に 1 回）手指の洗浄及び消毒をおこなうこと。な

お、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則として次に定める場合に交換を行うこと。 
① 作業開始前及び用便後 
② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合 
③ 食品に直接触れる作業にあたる直前 
④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れた後、他

の食品や器具等に触れる場合 
 

（２） 原材料は、隔壁等で他の場所から区分さられた専用の保管場に保管設備を設け、食肉類、魚

介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管すること。 
この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなどにより、原材料の包装の汚染を保

管施設に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこと。 
（３） 下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにすること。 
（４） 包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚介類用、食

肉類用、野菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食野菜用、生食魚介類

用の別）にそれぞれ専用のものを用意し、混同しないようにして使用すること。 
（５） まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌に留意する

こと。 
（６） 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止する

ため、床面から６０cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止でき

る食缶等で食品を取り扱う場合には、３０cm 以上の台にのせて行うこと。 
（７） 加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理における調理場等での一時保管等は、他

からの二次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。 



 
3．原料及び調理済み食品の温度管理 
（１） 冷凍庫又は冷蔵庫から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行うこと。非加熱で供され

る食品については、下処理後速やかに調理に移行すること。 
（２） 調理後、病原菌の増殖を抑制するために、１０℃以下又は６５℃以上で管理する。 

① 加熱調理後、食品を冷却する場合には、病原菌の発育至適温度帯（約２０℃～５０℃）の時

間を可能な限り短くするため、冷却機を用いたり、清潔な場所で衛生的な容器に小分けする

などして、３０分以内に中心温度を２０℃付近（又は６０分以内に中心温度を１０℃付近）

まで下げるよう工夫すること。 
   この場合、冷却開始時刻、冷却終了時刻を記録すること。 
② 温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に移し保存するこ

と。この場合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。 
③ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃以下で保存すること。 

この場合、冷却設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録する

こと。 
 

（４）調理従事者等の衛生管理 
① 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。また、ノロウ

イルスの流行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手

洗いの励行を行うなど自らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、

体調に留意し、健康な状態を保つように努めること。 
② 調理従事者等は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創があった時は調理

作業に従事しないこと。 
③ 下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感染性疾

患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調

理従事者等は、リアルタイム PCR 法等の高感度の検便検査においてノロウイルスを保有し

てないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処置をと

ることが望ましいこと。 
④ 調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なものに交換すること。 
⑤ 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行うこと。 

（履き物の交換が困難な場合には履き物の消毒を必ず行うこと。） 
⑥ 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないこと。 
⑦ 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な帽

子、外衣及び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせること。 
 

 



（５）その他 
① 廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び返却された残渣をいう。）の管理は、次のように行

うこと。 
ア  廃棄物容器は、汚臭、汚液がもれないように管理するとともに、作業終了後は速やか

に清掃し、衛生上支障のないように保持すること。 
イ  返却された残渣は非汚染作業区域に持ち込まないこと。 
ウ  廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しないこと。 
エ  廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよ

うに管理すること。 
 
（手洗いマニュアル） 
 
１．水で手をぬらし石けんをつける。 
２．指、腕を洗う。特に、指の間、指先をよく洗う。（３０秒程度） 
３．石けんをよく洗い流す。（２０秒程度） 
４．使い捨てペーパータオル等でふく。（タオル等の共用はしないこと） 
５．消毒用のアルコールをかけて手指によくすりこむ。 

 
（１から３までの手順は２回以上実施する。） 
 
 

（器具等の洗浄・殺菌マニュアル） 
１．調理機械 
 

① 機械本体・部品を分解する。なお、分解した部品は床にじか置きしないようにする。 
② 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 
③ スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 
④ 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 
⑤ 部品８０℃で５分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。 
⑥ よく乾燥させる。 
⑦ 機械本体・部品を組み立てる。 
⑧ 作業開始前に７０％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行

う。 
 
 
 



２．調理台 
 

① 調理台周辺の片づけを行う。 
② 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 
③ スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 
④ 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 
⑤ よく乾燥させる。 
⑥ ７０％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。 
⑦ 作業開始前に⑥と同様の方法で殺菌を行う。 
 
 

３．まな板、包丁、へら等 
① 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 
② スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 
③ 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 
④ ８０℃で５分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。 
⑤ よく乾燥させる。 
⑥ 清潔な保管庫にて保管する。 
 
 

４．ふきん、タオル等 
① 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）で３回水洗いする。 
② 中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。 
③ 飲用適の水（４０℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。 
④ １００℃で５分間以上煮沸殺菌を行う。 
⑤ 清潔な場所で乾燥、保管する。 
 
 

（原材料等の保管管理マニュアル） 
１．野菜・果物 

① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とす

る。 
② 各材料ごとに、５０g 程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－２０℃

以下で２週間以上保存する。（検食用） 
③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する（冷凍野菜は－１５℃

以下） 



④ 流水で３回以上水洗いする。 
⑤ 中性洗剤で洗う。 
⑥ 流水で十分すすぎ洗い。 
⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。 
⑧ 水切りする。 
⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。 
⑩ 清潔な容器に入れる。 
⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで３０分以上を要する場

合には、１０℃以下で冷蔵保存する。 
 

注：表面の汚れが除去され、分割・細切されずに皮付きで提供されるみかん等の果物に

あっては、③から⑧までを省略して差し支えない。 
 

２．魚介類、食肉類 
① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とす

る。 
② 各材料ごとに、５０g 程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－２０℃

以下で２週間以上保存する。（検食用） 
③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、食肉類については１０℃以下、魚介類につい

ては 5℃以下で保存する（冷凍で保存するものは－１５℃以下） 
④ 専用のまな板、包丁でカットする。 
⑤ 速やかに調理へ移行させる。 
 
 
（加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル） 
 
 

１．揚げ物 
① 油温が設定した温度以上になったことを確認する。 
② 調理を開始した時間を記録する。 
③ 調理途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で 3 点以上

測定し、全ての点において７５℃（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の

場合は８5℃）以上に達していた場合には、それぞれの中心温度を記録するとともに、

その時点からさらに 1 分以上加熱を続ける。 
④ 最終的な加熱処理時間を記録する。 
⑤ なお、複数回同一の作業を繰り返す場合には、油温が設定した温度以上であることを



確認・記録し、①～④で設定した条件に基づき、加熱処理を行う。油温が設定した温

度以上に達していない場合には、油温を上昇させるため必要な措置を講ずる。 
 

２．焼き物及び蒸し物 
① 調理を開始した時間を記録する。 
② 調理の途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で 3 点以

上測定し、全ての点において７５℃以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある

食品の場合は８5℃）に達していた場合には、それぞれの中心温度を記録するとともに、

その時点からさらに 1 分以上過熱を続ける。 
③ 最終的な加熱処理時間を記録する。 
④ なお、複数回同一の作業を繰り返す場合には、①～③で設定した条件に基づき、加熱

処理を行う。この場合、中心温度の測定は、最も熱がとおりにくいと考えられる場所

の一点のみでもよい。 
 
 

 
３．煮物及び炒め物 
  
 調理の順序は食肉類の過熱を優先すること。食肉類、魚介類、野菜類の冷凍品を使用する場

合には、十分解凍してから調理を行うこと。 
 

① 調理の途中で適当な時間を見はからって、最も熱が通りにくい具材を選び、食品の中

心温度を校正された温度計で 3 点以上（煮物の場合は 1 点以上）測定し、全てのてん

において７５℃以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は８5℃）

に達していた場合には、それぞれの中心温度を記録するとともに、その時点からさら

に 1 分以上加熱を続ける。 
なお、中心温度を測定できるような具材がない場合には、調理釜の中心付近の温度を 3
点以上（煮物の場合は 1 点以上）測定する。 

② 複数回同一の作業を繰り返す場合にも、同様に点検・記録を行う。 
 
 

 


